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鹿部町移住促進空き家活用住宅の管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、町内にある空き家を鹿部町への移住を希望する人への賃

貸住宅として活用することにより、町内の空き家の有効活用につなげるほか、

定住人口の確保を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 空き家 鹿部町内にある居住の用に供していた建物で、現に人が居住し

ていない住宅又は今後１０年以上にわたり居住その他の使用がなされない

ことが常態であると見込まれる住宅をいう。 

⑵ 空き家活用住宅 町内に所在する空き家のうち、所有者から町長が賃貸

借契約により借上げた住宅及びその附帯施設をいう。 

⑶ 所有者 空き家の登記上の所有者で賃貸の権限を有する者をいう。 

⑷ 利用者 町との賃貸借契約に基づき空き家活用住宅に居住する者をいう。 

⑸ 子育て世帯 高校生以下の子どもがいる世帯をいう。ただし、扶養して

いる子どもに限る。 

（管理及び運営） 

第３条 空き家活用住宅は、町長が管理し、及び運営する。 

（所有者との契約） 

第４条 町長は、空き家活用住宅の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結

する。 

２ 前項の賃貸借契約期間は、賃貸借契約の締結の日から１１年に達する日以

後における最初の３月３１日までとする。 

３ 賃借料は、月額１万円とする。 

（使用前の修繕） 

第５条 町長は、空き家活用住宅として入居者に貸し出す前に、必要に応じて
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修繕を行うものとする。この場合において、空き家活用住宅の原形を変更す

る修繕を行おうとするときは、所有者の承諾を得なければならない。 

２ 町長は、賃貸借期間の満了又は賃貸借契約の解除により、空き家活用住宅

を所有者に返還する場合にあっては、これを原形に回復する義務を負わない。 

（所有者の責務） 

第６条 所有者は、第４条第２項に規定する期間前に空き家活用住宅の明渡し

を希望する場合は、当該空き家活用住宅の明渡しを希望する日の１年前から

６か月前までの間に、町長に賃貸借契約の解除の届出をし、承認を得なけれ

ばならない。 

２ 所有者は、前項の規定により空き家活用住宅の明渡しを希望する場合は、

別表に定めるところにより、前条第１項に規定する空き家活用住宅の修繕に

要した費用を町に支払わなければならない。 

３ 所有者は、町長の承認を得ないで空き家活用住宅を他の者に売却し、又は

担保等に供してはならない。 

（利用者の公募） 

第７条 町長は、空き家活用住宅の利用者の公募を次に掲げる方法のうち、い

ずれかの方法によって行うものとする。 

⑴ 町公式ホームページ 

⑵ 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示 

２ 前項の公募に当たっては、町長は、次に掲げる事項を告示するものとする。 

⑴ 空き家活用住宅の位置、戸数、規模及び構造 

⑵ 利用者の資格 

⑶ 空き家活用住宅の利用料その他賃貸の条件 

⑷ 利用の申込みの期間及び場所 

⑸ 申込みに必要な書面の種類 

⑹ 利用者の選考方法 

⑺ 利用時期その他必要な事項 
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（公募の例外） 

第８条 町長は、前条第１項の規定にかかわらず、災害その他特別の事由があ

ると認める者については、公募を行わず、空き家活用住宅を利用させること

ができる。 

（利用者の資格） 

第９条 空き家活用住宅を利用することができる者は、自ら居住するための住

宅を必要とする者であって、次の要件を満たすものでなければならない。 

⑴ 世帯員全員が町外から鹿部町に転入しようとする者で、かつ、継続して

鹿部町に居住する意思のある者 

⑵ 本人及び同居人の全ての者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でな

いこと。 

⑶ 本人及び同居人の全ての者が、前住所地の自治体において納入すべき税

及び使用料等を滞納していないこと。 

⑷ その他町長が必要と認める場合 

（利用の申込み及び決定） 

第１０条 前条に規定する利用資格のある者で、空き家活用住宅を利用しよう

とするものは、規則で定めるところにより町長に利用の申込みをしなければ

ならない。 

２ 町長は、前項の規定により申込みをした者を空き家活用住宅の利用者とし

て決定したときは、その旨を当該利用者として決定した者（以下「利用決定

者」という。）に通知するものとする。 

（利用者の選定） 

第１１条 町長は、利用の申込みをした者が複数の場合は、抽選その他公正な

方法により利用者を選定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により選定する場合において、子育て世帯を優先する

ことができる。 
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（利用の手続） 

第１２条 利用決定者は、決定のあった日から１０日以内に、独立の生計を営

み、かつ、利用決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認め

る連帯保証人の連署のある契約書により町長と契約を締結しなければならな

い。 

２ 利用決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に利用の手

続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示

する期間内に手続しなければならない。 

３ 町長は、利用決定者が前２項に規定する利用の手続をしたときは、当該利

用決定者に対して速やかに空き家活用住宅を利用することができる日（以下

「利用可能日」という。）を通知しなければならない。 

４ 利用決定者は、前項の規定により通知された利用可能日から１５日以内に

入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限

りでない。 

５ 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利

用の決定を取り消すことができる。 

⑴ 利用の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

⑵ 第１項又は第２項に規定する期間内に第１項に規定する利用の手続をし

ないとき。 

⑶ 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。 

（賃貸借期間） 

第１３条 利用者は、町長と借地借家法（平成３年法律第９０号。以下この条

において「法」という。）第３８条に規定する定期建物賃貸借契約（以下「定

期契約」という。）を結ぶものとし、空き家活用住宅を利用者に貸し出す期

間（以下「利用期間」という。）は、町長と所有者との賃貸借契約に定める

期間内とする。ただし、やむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解

除される場合は、解除されたときまでとする。 
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２ 前項に規定する定期契約は、同項に規定する利用期間の満了する日又はや

むを得ない事由により解除される日に終了し、更新しない。 

３ 町長は、法第３８条第３項の規定により、利用決定者の入居の際に、前２

項に規定する定期契約に関する事項について書面を交付して説明しなければ

ならない。 

４ 町長は、法第３８条第６項の規定により、利用期間が満了する日又はやむ

を得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除される場合には、１年前か

ら６か月前までの間に、利用者に解除の通知をしなければならない。 

（利用の承継） 

第１４条 利用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去

時に同居者が引き続き当該空き家活用住宅の利用を希望するときは、当該同

居者は、規則で定めるところにより町長へ申請し、承認を得なければならな

い。 

（家賃） 

第１５条 空き家活用住宅の家賃は、空き家活用住宅ごとに所有者との賃貸借

契約、貸出し前の修繕費等を勘案し、町長が別に定める。 

２ 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により利用料を変更する必要が生じ

たときは、利用期間中であっても、利用者と協議の上、家賃を変更すること

ができる。 

（家賃の納付） 

第１６条 利用者は、利用可能日から当該利用者が空き家活用住宅を明け渡す

日までの間、家賃を納付しなければならない。 

２ 家賃は、毎月末日（月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日）までにその

月分を納付しなければならない。 

３ 利用期間が１か月に満たない月の家賃は、日割計算による。この場合にお

いて、算出した合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

とする。 
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（利用者の費用負担義務） 

第１７条 利用期間中の次に掲げる費用は、利用者の負担とする。 

⑴ 電気、通信設備、灯油、ガス及び水道の使用料 

⑵ 浄化槽又はくみ取り等に要する費用 

⑶ 建物及び利用敷地に係る除草及び除排雪に要する費用 

⑷ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第６４条に基づく受信料 

⑸ 家財及び建物の損害保険料 

⑹ 前各号に掲げるもののほか居住に要する費用 

２ 町長は、火災等の災害による損害について一切責任を負わない。 

（修繕費用の負担） 

第１８条 空き家活用住宅の修繕（畳の表替え、障子及び襖の張替え、破損し

たガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構

造上重要でない部分の修繕を除く。）に要する費用は、町の負担とする。た

だし、修繕の必要が利用者の責めに帰すべき事由によって生じたものである

ときは、利用者は、町長の決定に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担

しなければならない。 

（利用者の保管義務） 

第１９条 利用者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これ

を正常な状態に維持しなければならない。 

２ 利用者は、空き家活用住宅の利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸して

はならない。 

３ 利用者は、空き家活用住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ

所有者及び町長の承認を得なければならない。 

（住宅の検査） 

第２０条 利用者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、空き家活用

住宅を明け渡す日の１か月前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検

査を受けなければならない。 
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（定期契約の解除及び空き家活用住宅の明渡し） 

第２１条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、定期契約

を解除し、利用者に対して空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。 

⑴ 不正な行為により入居したことが判明したとき。 

⑵ 利用料を３か月以上滞納したとき。 

⑶ 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。 

⑷ この条例の規定に違反したとき。 

⑸ 空き家活用住宅の利用期間が満了したとき又は満了する前に空き家活用

住宅の所有者と町長との間の賃貸借期間が終了したとき。 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

経過年数 支払額 

１年未満 修繕に要した費用の全額 

１年以上 ２年未満 〃 ９５％ 

２年以上 ３年未満 〃 ９０％ 

３年以上 ４年未満 〃 ８５％ 

４年以上 ５年未満 〃 ８０％ 

５年以上 ６年未満 〃 ７５％ 

６年以上 ７年未満 〃 ７０％ 

７年以上 ８年未満 〃 ６５％ 

８年以上 ９年未満 〃 ６０％ 

９年以上１０年未満 〃 ５５％ 

１０年以上１２年未満 〃 ５０％ 

 


